
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和２年１０月６日（火） １０：０２～１０：１１ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

橋 本 聖 子 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ３件 

○公布（条約）    １件 

○政令        ２件 

○人事        ６件 

いずれも，案件表のとおり，決定，了解となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。 

まず，閣議案件について，坂井副長官から御説明申し上げます。 

○坂井内閣官房副長官：一般案件について，申し上げます。まず，「日・コートジボワ

ール投資協定」の効力発生のための通告について，御決定をお願いいたします。本

条約は，先の通常国会で承認を得たものであります。あわせて，本条約を公布する

ことについて，御決定をお願いいたします。 

次に，「ジャマイカ国」及び「ハイチ国」駐日特命全権大使の接受に御裁可を仰ぐ

ことについて，御決定をお願いいたします。本件は，７日，信任状捧呈の予定であ

ります。次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。

本件は，「イラク国」，「イラン国」及び「トルコ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，

交付すべき信任状及び解任状であります。 

次に，政令２件について，御決定をお願いいたします。まず，「令和元年１０月１

１日から同月２６日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並

びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」は，同

激甚災害について，雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例の適用期間を

令和３年４月１０日まで６か月間延長するものであります。 

次に，「銃刀法施行令の一部を改正する政令」は，国際的な規模で開催される運動

競技会の拳銃射撃競技に参加する選手等が拳銃の保管を委託する相手方として，独

立行政法人日本スポーツ振興センターを追加するものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，茂木外務大臣が，日モンゴル外

相会談及びモンゴル国政府要人との会談等のため，９日から１０日まで，海外出張

されますので，御了解をお願いいたします。 

次に，ペルー国駐箚大使土屋定之外１名を願いに依り免ずること，特命全権大使 

川村裕外１名にノルウェー国駐箚等を命免することを承認すること，及び，特命全

権大使橋本尚文外１名に在沖縄米軍との交渉を行うための日本政府代表を命免す

ることについてそれぞれ御決定をお願いいたします。 

次に，金元敏明外１２０名の叙位又は叙勲について，御決定をお願いいたします。 

次に，件名外の人事案件について，申し上げます。第３５回危険業務従事者叙勲 

３，６５８名について，御決定をお願いいたします。なお，発令日までの間に死亡

した者につきましては，死亡日の日付で勲章を授与することとし，また，勲章を授

与することがふさわしくない事由が生じた者につきましては，その発令を留保する

こととしております。報道関係の取扱いにつきましては，１０月１０日午前５時か

ら報道解禁となっておりますので，特に御留意いただきますようお願いいたします。 

〇加藤国務大臣：次に，内閣総理大臣から御発言がございます。 

〇菅内閣総理大臣：茂木大臣は，海外出張いたしますが，その出張不在中，加藤内閣

官房長官を外務大臣の臨時代理に指定します。 

〇加藤国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 
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御発言はございますか。 

  無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和２年 

      10 月６日 

◎ 一 般 案 件

〇 投 資 の 相 互 促 進 及 び 相 互 保 護 に 関 す る 日 本 国 政 府

と コ ー ト ジ ボ ワ ー ル 共 和 国 政 府 と の 間 の 協 定 の 効

力 発 生 の た め の 通 告 に つ い て （ 決 定 ） （ 外 務 省 ） 

☆ ジ ャ マ イ カ 国 特 命 全 権 大 使 シ ョ ー ナ － ケ イ ・ マ リ

ー ・ リ チ ャ ー ズ 外 １ 名 の 接 受 に つ い て （ 決 定 ）

（ 同 上 ） 

〃 ☆ イ ラ ク 国 駐 箚 特 命 全 権 大 使 鈴 木 光 太 郎 外 ２ 名 に 交

付 す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 橋 本 尚 文 外

２ 名 の 解 任 状 に つ き 認 証 を 仰 ぐ こ と に つ い て

（ 決 定 ）               （ 同 上 ）

◎ 公 布 （ 条 約 ）

☆ 投 資 の 相 互 促 進 及 び 相 互 保 護 に 関 す る 日 本 国 政 府

と コ ー ト ジ ボ ワ ー ル 共 和 国 政 府 と の 間 の 協 定

（ 決 定 ）              （ 外 務 省 ）

◎ 政  令 

〇 令 和 元 年 １ ０ 月 １ １ 日 か ら 同 月 ２ ６ 日 ま で の 間 の

暴 風 雨 及 び 豪 雨 に よ る 災 害 に つ い て の 激 甚 災 害 並

び に こ れ に 対 し 適 用 す べ き 措 置 の 指 定 に 関 す る 政

令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 決 定 ） 

（ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 ・ 厚 生 労 働 省 ）

〃 ○ 銃 砲 刀 剣 類 所 持 等 取 締 法 施 行 令 の 一 部 を 改 正 す る

政 令 （ 決 定 ）            （ 警 察 庁 ）

◎ 人 事 

☆ 外 務 大 臣 茂 木 敏 充 の 海 外 出 張 に つ い て （ 了 解 ）

○ 特 命 全 権 大 使 土 屋 定 之 外 １ 名 を 願 に 依 り 免 ず る こ

と に つ い て （ 決 定 ）

〃 ○ 各 府 省 幹 部 職 員 の 任 免 に つ き ， 内 閣 の 承 認 を 得 る

こ と に つ い て （ 決 定 ）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料  
な し

資 料
あ り

資 料
な し
資 料
あ り

〔 別 添 〕
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☆ 特 命 全 権 大 使 橋 本 尚 文 外 １ 名 に 在 沖 縄 米 軍 の 諸 活  

動 等 に 関 す る 在 沖 縄 米 軍 と の 交 渉 を 行 い ， 及 び こ    

れ に 関 連 す る ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 と の 交 渉 に 参 加  

す る た め の 日 本 政 府 代 表 を 命 免 す る こ と に つ い て  

（ 決 定 ） 

〃  ☆ 九 州 工 業 大 学 名 誉 教 授 金 元 敏 明 外 １ ２ ０ 名 の 叙 位  

又 は 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕   

資 料  
あ り  
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                 令 和 ２ 年 

                 10 月 ６ 日 

 

◎ 人  事 

   ○ 第 ３ ５ 回 危 険 業 務 従 事 者 叙 勲 に つ い て （ 決 定 ） 

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 件 名 外 案 件  （ 火 ）  

資 料  
あ り  
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